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 三次市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令案を次のように提出する。 

 

 

  平成２５年４月２６日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基  

 

 

   三次市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令（案） 

 

 三次市立学校職員服務規程（平成１６年三次市教育委員会訓令第７号）の一部

を次のように改正する。 

 

第１０条第２項に次のただし書を加える。 

ただし，旅費を伴わない旅行の場合は，旅行命令簿（様式第１４号）により

事前に所属長の承認を得ることができる。 

第１１条中「（様式第１４号）」を「（様式第１５号）」に改める。 

第１２条中「（様式第１５号）」を「（様式第１６号）」に改める。 

様式第１３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号（第１０条関係）

出勤簿整理済

目 事業

通勤定期券等利用 □ 自家用車使用による 月 日

～ 通勤調整　 　　　ｋｍ調整

児童(生徒) 名同乗 （認定　　　　　ｋｍ）

□ 旅行雑費調整　 　　円

（  円

（自宅の場合，住所記入）

月 日
  直行・直帰の場合　用務時間

（ ～ ）

自家用車使用
公用車利用
貸切バス利用
旅費別途

（自宅の場合，住所記入）　　別紙のとおり出発地と同じ

月 日

　　別紙のとおり別紙のとおり 　　別紙のとおり往復同一経路

～ ～ ～ ～ ～ ～

（ )( )( )( )( )( )

　　別紙のとおり別紙のとおり 　　別紙のとおり往復同一経路

～ ～ ～ ～ ～ ～

（ )( )( )( )( )( )

　　別紙のとおり別紙のとおり 　　別紙のとおり往復同一経路

～ ～ ～ ～ ～ ～

（ )( )( )( )( )( )

□ 領収書等添付 □ 貸切バス ～ 間 円支払い

□ 自家用車使用 km ㊞

□ 公用車利用行程 km

１　復命書　　２　業務日誌　　３　公用車運転日誌　　４　会議資料　　５　口頭復命

６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勤務を要する日時・時間 振替後の日時・時間（週振）

月 日 曜 時 分 時 分 日・時間 月 日 曜 時 分 時 分 日・時間

/ ( ) ： ～ ： ( ) / ( ) ： ～ ： ( )

/ ( ) ： ～ ： ( ) / ( ) ： ～ ： ( )

泊数

： ：

□乗換案内

年　度

教 頭

主務課名/コード

自家用車・公用車 同乗

増減理由及び額備考（１）

資金前渡者所属名/コード

概算払精算確認命令番号

所　属　名/コード

事務長校 長

支給額（円）

　　

旅行命令（依頼）簿（第１号）
支出負担行為整理日

決

裁

□確定払

□概算払

□別途支給

(　　 　円)

□支給対象外

担当者

□乗換案内

□ビジネスパック

□ビジネスパック

□ビジネスパック

□乗換案内

備考（２）

用　務　地

事務長

復命時

精　算

在勤庁・自宅

職　名 氏 名/職 員 番 号

出発地

用　　　務 用　務　先

復　命　書

印氏　　　名

担当者教 頭

方

法

特記事項経　路　及　び　交　通　手　段 宿泊地/場所

復命年月日 平成　　　年　　　月　　　日

　旅費別途支給の場合：依頼者から旅費として受領した額　　　　　　　　円

平成　　　年　　　月　　　日

印

職　　名

決

裁

0

復命内容

校 長

旅　行　の　確　認

帰着地 在勤庁・自宅

0

）車へ同乗

週

休

日

の

振

替

氏　　名

繰越

区分

印

支　出　科　目

 



 様式第１５号を様式第１６号とし，様式第１４号を様式第１５号とし，同様式

の前に次の１様式を加える。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は，平成２５年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令は，この訓令の施行日以後に出発する出張から適用し，施行日前に

出発した出張については，この訓令の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この訓令の施行日の前日までに改正前の三次市立学校職員服務規程の規定に

よりなされた処分，手続その他の行為は，改正後の三次市立学校職員服務規程

の相当規定によりなされたものとみなす。 


